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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信信号から抽出した既知パターンとその真値との位相差である第１の位相差を算出し
前記第１の位相差に基づいて前記受信信号に対する位相補償を行うシンボル位相差補償部
と、
　前記シンボル位相差補償部の出力信号を仮判定して位相の推定値を求める仮判定部と、
　前記出力信号の位相と前記仮判定部が求めた前記位相の推定値との位相差である第２の
位相差を取得する第１の位相差取得部と、
　前記第２の位相差に基づいて前記出力信号に対する位相補償を行う第１の位相差補償部
とを備えることを特徴とする位相補償装置。
【請求項２】
　前記シンボル位相差補償部は、
　前記受信信号に挿入されている前記既知パターンを抽出する既知パターン抽出部と、
　前記既知パターンの真値が参照信号として記憶されている参照信号記憶部と、
　前記既知パターン抽出部が抽出した前記既知パターンと前記参照信号との位相差である
前記第１の位相差を取得する第２の位相差取得部と、
　前記第１の位相差に基づいて前記受信信号に対する位相補償を行う第２の位相差補償部
とを有することを特徴とする請求項１に記載の位相補償装置。
【請求項３】
　前記シンボル位相差補償部の前記出力信号について、コンスタレーション上の第１から



(2) JP 6183503 B1 2017.8.23

10

20

30

40

50

第４象限の何れか１つの象限へ、他の象限にある信号を回転させて折りたたむ回転折りた
たみ部を更に備え、
　前記仮判定部及び第１の位相差取得部は、前記回転折りたたみ部により折りたたまれた
前記出力信号に対して処理を行うことを特徴とする請求項１又は２に記載の位相補償装置
。
【請求項４】
　前記仮判定部は、コンスタレーション上の複数の閾値領域についてそれぞれ位相の推定
値を設定し、前記出力信号が含まれる閾値領域に対応する位相の推定値を求め、
　前記複数の閾値領域は、第１の閾値領域と、前記第１の閾値領域が対応する信号よりも
振幅が大きい信号に対応する第２の閾値領域とを有し、
　前記第２の閾値領域は前記第１の閾値領域に比べて位相回転方向に伸びていることを特
徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の位相補償装置。
【請求項５】
　前記第１の位相差取得部は、前記出力信号の複素共役を計算し、前記複素共役と前記仮
判定部が出力した信号を乗算することで電界情報信号を計算し、前記電界情報信号から前
記第２の位相差を取得することを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の位相補償
装置。
【請求項６】
　前記第１の位相差取得部は、前記出力信号の複素共役を計算し、前記複素共役と前記仮
判定部が出力した信号を乗算することで電界情報信号を計算し、前記電界情報信号から回
転角度を計算し、前記回転角度から前記第２の位相差を取得することを特徴とする請求項
１～４の何れか１項に記載の位相補償装置。
【請求項７】
　位相補償装置が行う位相補償方法であって、
　受信信号から抽出した既知パターンとその真値との第１の位相差を算出し前記第１の位
相差に基づいて前記受信信号に対する位相補償を行って出力信号を得るステップと、
　前記出力信号を仮判定して位相の推定値を求めるステップと、
　前記出力信号の位相と前記位相の推定値との第２の位相差を取得するステップと、
　前記第２の位相差に基づいて前記出力信号に対する位相補償を行うステップとを備える
ことを特徴とする位相補償方法。
【請求項８】
　光信号をアナログ電気信号に変換する光電変換部と、
　前記アナログ電気信号をデジタル電気信号である前記受信信号に変換するＡＤ変換部と
、
　前記受信信号に対する位相補償を行う請求項１～６の何れか１項に記載の位相補償装置
とを備えることを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ通信において位相変動を補償する位相補償装置、位相補償方法及び通
信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コヒーレント光通信においては、受信信号の周波数と局部発振光源の周波数との間に周
波数差である周波数オフセット（周波数誤差）が生じる。また、非線形光学効果や光ファ
イバの振動等によって受信信号に位相雑音などの位相変動が生じる。
【０００３】
　これに対して、入力信号をＮ乗して位相項（変調による位相変化）を除去した上で周波
数誤差を検出して入力側にフィードバックして周波数オフセットを補償する技術が提案さ
れている（例えば、特許文献１参照）。しかし、周波数オフセットはある程度補償できる
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が、位相雑音は多く残る。
【０００４】
　また、振幅に応じて設定した閾値で受信信号を仮判定し、本来の位相と受信信号の位相
との差を補償する技術が提案されている（例えば、特許文献２参照）。ただし、仮判定の
みでは位相雑音補償の精度が低いため、周波数誤差や計算途中で出される位相誤差をフィ
ードバックして仮判定前の位相変動を低減することで精度を高めている。
【０００５】
　また、送信側で挿入した既知パターンを受信信号から抽出し、本来の位相と受信信号の
位相との差を検出して位相雑音を補償する技術が提案されている（例えば、特許文献３参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－７６７２７号公報
【特許文献２】特開２０１４－１７５９９１号公報
【特許文献３】特開２０１４－１５５１９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来技術により位相雑音補償を行っても位相変動が取りきれず残るという問題
があった。また、フィードバック構成は、高速な周波数・位相制御の性能が必要であるた
め、実現が難しい。
【０００８】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的はフィードバ
ック構成を用いることなく、位相変動補償の精度を向上することができる位相補償装置、
位相補償方法及び通信装置を得るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る位相補償装置は、受信信号から抽出した既知パターンとその真値との位相
差である第１の位相差を算出し前記第１の位相差に基づいて前記受信信号に対する位相補
償を行うシンボル位相差補償部と、前記シンボル位相差補償部の出力信号を仮判定して位
相の推定値を求める仮判定部と、前記出力信号の位相と前記仮判定部が求めた前記位相の
推定値との位相差である第２の位相差を取得する第１の位相差取得部と、前記第２の位相
差に基づいて前記出力信号に対する位相補償を行う第１の位相差補償部とを備えることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、フィードバック構成を用いることなく、位相変動補償の精度を向上する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る通信装置を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る位相補償装置を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態２に係る位相補償装置を示す図である。
【図４】シンボル位相差補償部の出力信号をコンスタレーション上にプロットした図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態２に係る仮判定部が設定した複数の閾値領域を示す図である
。
【図６】比較例に係る仮判定部が設定した複数の閾値領域を示す図である。
【図７】閾値線による判定を説明する図である。
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【図８】本発明の実施の形態３に係る位相補償装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施の形態に係る位相補償装置、位相補償方法及び通信装置について図面を参
照して説明する。同じ又は対応する構成要素には同じ符号を付し、説明の繰り返しを省略
する場合がある。
【００１３】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る通信装置を示す図である。この通信装置は、送信
側から送信された光信号を受信するデジタルコヒーレント光受信器である。
【００１４】
　局部発振光源１（Local Oscillator）は、光信号と同じ周波数のレーザ光を発振する光
源である。しかし、局部発振光源１の個体差などにより、光信号の周波数と局部発振光源
１の出力光の周波数との間には周波数差が存在する。
【００１５】
　光位相ハイブリッド２は、光信号と局部発振光源１から出力された局発光とを混合して
、互いに直交する１組の光信号を生成する。１組の光信号のうち一方は、光信号と局発光
とを合成することにより得られ、Ｉ（In-phase、同相）成分の光信号と呼ぶ。１組の光信
号のうち他方は、光信号と局発光の位相を９０度回転したレーザ光とを合成することによ
り得られ、Ｑ（Quadrature-phase、直交）成分の光信号と呼ぶ。
【００１６】
　光電変換部３は、１組の光信号を１組のアナログ電気信号に変換する。即ち、光電変換
部３は、Ｉ成分の光信号及びＱ成分の光信号をそれぞれＩ成分の電気信号及びＱ成分の電
気信号に変換する。
【００１７】
　ＡＤ（Analog to Digital）変換部４は、１組のアナログ電気信号を所定のサンプリン
グ周波数で標本化することで１組のデジタル電気信号に変換する。即ち、ＡＤ変換部４は
、Ｉ成分のアナログ電気信号及びＱ成分のアナログ電気信号をそれぞれＩ成分のデジタル
電気信号及びＱ成分のデジタル電気信号に変換する。
【００１８】
　デジタル信号処理部５は、ＡＤ変換部４から出力されたデジタル電気信号に対して、デ
ジタル信号処理を行うことで、送信データを復元（復調）する。デジタル信号処理部５は
、以下に説明する位相補償装置を有する。
【００１９】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る位相補償装置を示す図である。光信号には、送信
側でデータ信号に対して一定間隔で既知パターンが挿入されている。これは１シンボル又
は複数シンボルが比較的短周期に挿入される特徴がある。ただし、同時に送信する複数の
データ列（物理レーン）に対して同一時刻に同時に挿入される。例えば、数十シンボルに
対して１シンボルずつ挿入される。今後はこれを「短周期・短既知パターン」と称する。
従って、光信号に対応するデジタル電気信号である受信信号にも短周期・短既知パターン
が挿入されている。シンボル位相差補償部６は、受信信号から抽出した短周期・短既知パ
ターンとその真値との位相差である第１の位相差を算出し、第１の位相差に基づいて受信
信号に対する位相補償を行う。
【００２０】
　シンボル位相差補償部６において、既知パターン抽出部７は、受信信号に挿入されてい
る短周期・短既知パターンを抽出する。参照信号記憶部８には、送信側でデータ信号に挿
入した短周期・短既知パターンの真値が参照信号として予め記憶されている。参照信号は
、短周期・短既知パターンが本来取りうる位相を有する。位相差取得部９は、既知パター
ン抽出部７が抽出した短周期・短既知パターンと参照信号との位相差である第１の位相差
を取得する。位相差補償部１０は、第１の位相差に基づいて受信信号に対する位相補償を
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行う。例えば、第１の位相差分だけ受信信号に対して位相回転を行う。これに限らず、電
界情報の演算を行い電界ベクトルの乗算で第１の位相差を補償してもよい。
【００２１】
　シンボル位相差補償部６の出力信号が仮判定位相補償部１１に入力される。仮判定位相
補償部１１において、仮判定部１２は、シンボル位相差補償部６の出力信号を仮判定して
位相の推定値（本来取るべき位相）を求める。位相差取得部１３は、シンボル位相差補償
部６の出力信号の位相と仮判定部１２が求めた位相の推定値との位相差である第２の位相
差を取得する。位相差補償部１４は、第２の位相差に基づいてシンボル位相差補償部６の
出力信号に対する位相補償を行う。
【００２２】
　以上説明したように、本実施の形態では、シンボル位相差補償部６の後段に仮判定位相
補償部１１が配置されているため、シンボル位相差補償部６で補償しきれなかった位相雑
音を仮判定位相補償部１１により除去することができる。そして、シンボル位相差補償部
６及び仮判定位相補償部１１は共に簡易なフィードフォワード構成である。さらに、シン
ボル位相差補償部６により位相雑音の大部分が除去されるため、仮判定の前に位相誤差を
フィードバックする必要もない。よって、複雑なフィードバック構成を用いることなく、
位相変動補償の精度を向上することができる。
【００２３】
実施の形態２．
　図３は、本発明の実施の形態２に係る位相補償装置を示す図である。図４は、シンボル
位相差補償部の出力信号をコンスタレーション上にプロットした図である。なお、コンス
タレーションは、信号空間ダイヤグラムとも呼ばれ、デジタル変調信号を複素平面上に表
現した図である。
【００２４】
　回転折りたたみ部１５は、シンボル位相差補償部６の出力信号について、全ての象限の
信号を第１象限へ折りたたむ。即ち、第１象限にある信号はそのまま、第２象限にある信
号は－π／２回転させ第１象限へ折りたたみ、第３象限にある信号は－π回転させ第１象
限へ折りたたみ、第４象限にある信号は＋π／２（＝－３π／２）回転させ第１象限へ折
りたたむ。そして、仮判定部１２及び位相差取得部１３は、回転折りたたみ部１５により
折りたたまれた出力信号に対して処理を行う。これにより、回路規模を低減することがで
きる。なお、本例では第１象限への折りたたみについて示したが、これに限らず、第１か
ら第４象限の何れか１つの象限へ、他の象限にある信号を回転させて折りたたむことで同
様の効果を得ることができる。
【００２５】
　仮判定部１２は、コンスタレーション上の複数の閾値領域についてそれぞれ位相の推定
値を設定し、シンボル位相差補償部６の出力信号が含まれる閾値領域に対応する位相の推
定値を求める。
【００２６】
　図５は、本発明の実施の形態２に係る仮判定部が設定した複数の閾値領域を示す図であ
る。図６は、比較例に係る仮判定部が設定した複数の閾値領域を示す図である。比較例で
は、複数の閾値領域が全て同じ四角形状であり、碁盤の目状に配置されている。これに対
して、本実施の形態では、複数の閾値領域は、第１の閾値領域１６と、第１の閾値領域１
６が対応する信号よりも振幅が大きい信号に対応する第２の閾値領域１７とを有する。第
１の閾値領域１６は、比較例と同様に、全て同じ四角形状であり、碁盤の目状に配置され
ている。一方、第２の閾値領域１７は第１の閾値領域１６に比べて位相回転方向に伸びて
いる。シンボル位相差補償部６の出力信号は振幅が大きくなるほど位相回転方向に広がっ
て分布するため、本実施の形態のように閾値領域を設定することで誤判定を低減すること
ができる。従って、間違った位相補償が行われ難くなり、位相補償誤差を低減できる。
【００２７】
　位相差取得部１３において、複素共役部１８は、第１象限へ折りたたまれた信号の複素
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共役を計算する。乗算部１９がこの複素共役と仮判定部１２が出力した信号を乗算するこ
とで、それらの信号の位相差を持った電界情報の複素信号が計算される。そして、平均化
部２０が数シンボル分の平均を取った後、振幅規格化部２１が振幅を１に規格化する。位
相差補償部１４でシンボル位相差補償部６の出力信号の振幅に影響を与えないようにする
ためである。
【００２８】
　位相差補償部１４は、規格化した複素信号をシンボル位相差補償部６の出力信号に乗算
する。これにより、位相雑音の残留分が乗る出力信号に対して位相変動を補償できる。
【００２９】
　なお、平均化部２０による平均化として、数シンボルごとに移動平均を取る手法や、ブ
ロックごとに平均化を取るブロック平均化の手法を使用できる。また、ブロックの半分毎
に移動平均を取るようなブロック平均化と補間機能を組み合わせた手法も使用できる。
【００３０】
　回転折りたたみにて第１象限に折りたたむことで、閾値判定の条件数を１／４に削減で
きるため、回路規模を削減できるメリットがある。ただし、回転折りたたみ部１５を省略
することも可能である。この場合、全象限にて仮判定閾値を設定し、仮判定を行うことで
、位相推定値を得る。仮判定閾値を象限ごとに個別に設定することで、ＩＱ平面上で特定
の歪がある場合に各象限ごとに仮判定閾値を最適化することが可能となり、性能を向上で
きる場合がある。変調方式多値度、白色雑音量、位相雑音量などによって、最適な仮判定
閾値が変化する。このため、仮判定閾値を設定可変な回路構成とすることで、最適な仮判
定閾値を選択することが可能となり、位相推定誤差を低減でき、性能を向上できる。また
、仮判定閾値を設定して可変な回路構成とし、さらに、仮判定部から出力する送信側の理
想ＩＱマッピング位置も設定可変な回路構成とすることで、同一の回路構成にて異なる変
調方式の搬送波位相推定が可能となる。閾値判定においては、閾値をＩ、Ｑ軸上の閾値線
で表すことによって判定できる。
【００３１】
　図７は、閾値線による判定を説明する図である。各判定領域は、送信側のマッピングに
対応した６４点のコンステレーションに対応する。この図は第１象限における判定領域を
示しており、Ｉ＝１／８、３／８、５／８、７／８、Ｑ＝１／８、３／８、５／８、７／
８の座標のコンステレーションの判定領域を示している。例えば、受信信号として（Ｉ、
Ｑ）＝（０．８、０．９）を受信した場合について考える。この場合、まず、受信信号が
コンステレーション（５／８、７／８）の判定領域に入るかを調べる。この場合の閾値線
は０＝Ａｎ＊Ｉ＋Ｂｎ＊Ｑ＋Ｃｎ（ｎ＝１～４）で示される。この式は、変形するとＱ＝
－Ａｎ／Ｂｎ＊Ｉ－Ｃｎ／Ｂｎとなり、ＩＱ平面上で直線を表す。特に、Ｂｎ＝０とした
場合はＱ軸に平行な直線、Ａｎ＝０とした場合はＩ軸に平行な直線を表すことができる。
上記の式に受信したＩ値を入力しそれで得られたＱ値と、実際に受信したＱ値とを比較す
ることで、閾値線のどちらに存在するかを容易に判定できる。なお、閾値線の変数Ａｎ、
Ｂｎ、Ｃｎは、通過点や傾きを設定することで容易に求めることができる。例えば、ｎ＝
１の閾値線は、Ａ１＝１、Ｂ１＝１、Ｃ１＝－１５／８が設定でき、Ａ１＊０．８＋Ｂ１
＊０．９＋Ｃ１＝－０．１７５＜０となり、受信信号はこの閾値線より下方にあることが
示される。ｎ＝２の閾値線では、Ａ２＝５／１２、Ｂ２＝７／１２、Ｃ２＝－５／１２（
３／８＋５／８）／２－７／１２（７／８＋７／８）／２が設定され、Ａ２＊０．８＋Ｂ
２＊０．９＋Ｃ２＝０．１３９５８３＞０となり、受信信号はこの閾値線より上方にある
ことが示される。ここで、上記の閾値線における係数Ｃ２は、通過点として（３／８、７
／８）と（５／８、７／８）の中間点になるように設定されている。更に、ｎ＝３の閾値
線ではＡ３＝－１、Ｂ３＝１、Ｃ３＝０が設定され、Ａ３＊０．８＋Ｂ３＊０．９＋Ｃ３
＝０．１＞０となり、受信信号はこの閾値線より上方にあることが示される。ｎ＝４の閾
値線ではＡ４＝１、Ｂ４＝０、Ｃ４＝０が設定され、Ｉ＝０．８＞０となり、受信信号は
この閾値線より正側にあることが示される。
【００３２】
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　以上より、受信信号（０．８、０．９）は、コンステレーション（５／８、７／８）の
判定領域にあり、（５／８、７／８）に対応するデータであると判定できる。上記では、
閾値線が直線の場合を示したが、２次曲線で表すことも可能であることは言うまでもない
。なお、上記の変数Ａ及びＢは可変とすることも可能で、更に外部から設定できるように
すれば、受信状況に応じて閾値を変更することも可能である。
【００３３】
実施の形態３．
　図８は、本発明の実施の形態３に係る位相補償装置を示す図である。乗算部１９が複素
信号を計算するまでの構成は実施の形態２と同様である。回転角度計算部２２が、複素信
号から第２の位相差△Φに対応する回転角度を計算する。そして、平均化部２０が数シン
ボル分の平均を取った後、指数関数表現部２３が指数関数表現ＥＸＰｊ（△Φ）で示す。
【００３４】
　位相差補償部１４は、指数関数表現で示された回転角度をシンボル位相差補償部６の出
力信号に乗算する。これにより、位相雑音の残留分が乗る出力信号に対して位相変動を補
償できる。
【００３５】
　なお、実施の形態１～３の位相補償装置の機能を実現するためのプログラムをコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピ
ュータシステム又はプログラマブルロジックデバイスに読み込ませ、実行することにより
位相補償を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺
機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータシステム」は、ホームペ
ージ提供環境（あるいは表示環境）を備えたＷＷＷシステムも含むものとする。また、「
コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、
ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク
等の記憶装置のことをいう。更に「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インタ
ーネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合
のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のよ
うに、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また、上記プログラム
は、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介し
て、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい
。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク（通
信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のこ
とをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであって
もよい。更に、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であってもよ
い。
【符号の説明】
【００３６】
６　シンボル位相差補償部、７　既知パターン抽出部、８　参照信号記憶部、９，１３　
位相差取得部、１０，１４　位相差補償部、１２　仮判定部、１５　回転折りたたみ部
【要約】
【課題】フィードバック構成を用いることなく、位相変動補償の精度を向上することがで
きる位相補償装置、位相補償方法及び通信装置を得る。
【解決手段】シンボル位相差補償部６は、受信信号から抽出した既知パターンとその真値
との位相差である第１の位相差を算出し第１の位相差に基づいて受信信号に対する位相補
償を行う。仮判定部１２は、シンボル位相差補償部６の出力信号を仮判定して位相の推定
値を求める。位相差取得部１３は、出力信号の位相と仮判定部１２が求めた位相の推定値
との位相差である第２の位相差を取得する。位相差補償部１４は、第２の位相差に基づい
て出力信号に対する位相補償を行う。
【選択図】図２
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